
ご意見をお寄せください（区民等の意見提出手続） 
 
 杉並区男女共同参画行動計画～理解・信頼・支えあいの共同参画社会をめざして～（案）

について、郵便（ハガキ・封書）、ファックス、E メール、または閲覧場所に設置しており

ます意見用紙にて、皆様のご意見をお寄せください。区公式ホームページの電子掲示残に

ご意見を書き込むこともできます。 
 なお、ご意見をお寄せいただく際には、住所・氏名（在勤の方は勤務先の名称及び所在

地、在学の方は学校名と所在地、事業者の方は事業所の名称・所在地・代表者氏名）をお

書き添えください。※お名前やご住所等の公表は致しません。 
  
 
【閲覧場所】 
 区民生活部管理課男女共同参画担当 男女共同参画担当（区役所西棟７階）、 
 区政資料室 （区役所西棟２階）、区政相談課（区役所東棟１階）、 
 男女平等推進センター（荻窪１－５６－３）、区民事務所・分室、駅前事務所、 
 福祉事務所、保健センター、図書館 
 
【意見募集期間】   平成２４年１２月１１日（火）～平成２５年１月１０日（木） 
 
【意見提出先】    杉並区役所 区民生活部管理課 男女共同参画担当 
           〒１６６－８５７０ 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 
           FAX   ５３０７－０６８１ 
           Eメール danjo-t@city.suginami.lg.jp 
 
【区公式ホームページ】http://www.city.suginami.tokyo.jp 
 
【問い合わせ先】 区民生活部管理課 男女共同参画担当 
         TEL ３３１２－２１１１（代表）  

mailto:danjo-t@city.suginami.lg.jp
http://www.city.suginami.tokyo.jp/
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杉並区男女共同参画都市宣言

人は歴史を創り 人は未来を創る

思いやりの心をもとに

男女が 性別を超え 世代を超え

互いに個性や能力を尊重し

さまざまな分野に参画し

心豊かな 明日の世代へ夢をつなげ

平等と平和の輪を広げるため

杉並区は

ここに ｢男女共同参画都市｣ を宣言します
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第 1章 計画の基本的考え方



1 計画改定の趣旨

○ ｢支えあい共につくる 安全で活力あるみどりの住宅都市 杉並｣ を 10 年

後の杉並区の将来像に掲げた、 新たな基本構想が平成 24年 3月に策定され
ました。 ｢支えあい共につくる｣ は基本構想の理念のひとつでもあり、 これ

を踏まえて、区と区民とが共に、地域のさまざまな課題について連携して取

り組み、 地域の力を高めていくことが重要になっています。
○さらに、少子化 ･高齢化が進展していく中で、 誰もが健やかに豊かに暮らせ

る地域社会をつくっていくため、男女の別や国籍、年齢を超えて、すべての

区民がお互いを尊重し合い、地域の一員としての意識を高めながら、力を合
わせて活動していくことが必要です。

○このような視点から、基本構想が掲げる将来像を実現するためには、男女が

対等な立場で互いを認め合い、女性も男性も全ての個人が ｢支えあい共につ
くる｣ 自立した主体として、喜びも責任も分かち合い、その個性や能力を十

分に発揮できる男女共同参画社会の実現が欠かせません。
○一方、長期にわたる経済状況の低迷、及び非正規雇用の増加などの雇用 ･就

業構造の変化をはじめ、世帯当たりの人数の減少、地域社会とのつながりの

希薄化等により、ひとり親家庭、単身高齢者、若年層を中州こさまざまな困
難な状況に置かれている男女が増加しており、 その自立を支援することは、
男女共同参画社会の理念にも通じる重要な課題となっています。

○加えて、東日本大震災の経験を踏まえた災害に強く安全 ･安心に暮らせるま

ちづくりにおいても、 地域防災計画の内容や防災対策のあり方等について、
男女共同参画の視点からの充実 ･強化が不可欠といえます。

0 区においては、 長年の取組により男女共同参画は一定前進してきましたが、
今なお、積極的に取り組むべき課題やこれら社会状況の変化等により生じた
新たな課題への対応がさらに求められています。そこで、あらゆる男女が個

性や能力を発揮できる参画の場と機会が確保され、生きがいのある充実した

生活を送れ、 心豊かで活力ある地域社会を実現するため、 ｢男女共同参画社

会をめざす杉並区行動計画｣ を改定することとします。
○改定にあたっては、これまでの男女共同参画の取組を踏まえるとともに、基

本構想の策定を機に施策をなお一層推進していくため、名称も ｢杉並区男女

共同参画行動計画 ~ 理解 ･信頼 ･支えあいの共同参画社会をめざして ~ ｣
(以下 ｢行動計画｣ という。) と改めて策定するものです。
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2 計画の性格･位置付け

○この計画は、 男女共同参画社会の実現をめざすため、 区の基本的

考え方や目標を示すとともに、 関連する施策 ･事業を体系化したものです。
○基本構想に掲げる 10 年後の杉並区の将来像 ｢支えあい共につくる 安全で

活力あるみどりの住宅都市 杉並眩こ向けて、男女共同参画の視点からその

実現をめざす計画であるとともに、杉並区総合計画を上位計画とする課題別

計画として位置付けます。あわせて、その他の区の各分野における計画との

整合性を図り、 策定した計画です。
○男女共同参画社会基本法第14条第3項に定める｢市町村男女共同参画計画｣

に該当するものです。
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第2条の 3第 3項に

定める ｢市町村基本計画｣ としても位置付け“ます。

3 計画期間
○平成 25 年度 (2013 年度) から平成 29 年度 (2017 年度) までの 5 年間とし

ます。ただし、杉並区総合計画の改定と合わせ、必要な見直しを行うものと

します。

4 計画の推進

○行動計画には、 保健福祉、 産業振興、 まちづくり、 教育等、 幅広い分野の

施策が盛り込まれているため、 総合調整を行う推進体制が必要です。 この

ため、 区では庁内推進組織である ｢男女共同参画推進会議｣ のもと、 必要

な調整を図りながら、 男女共同参画に関する総合的な施策を推進していき

ます。

○また、成果指標等の数値目標を踏まえ、事務事業の進捗状況調査を毎年度実

施し公表するとともに、 その成果等を評価 ･検証するため、 ｢男女共同参画

に関する意識と生活実態調査｣などを定期的に行い、今後の施策等の改善に

つなげていきます。
○なお、評価 ･検証にあたっては、学識経験者、公募区民、地域団体等代表で

構成する ｢杉並区男女共同参画推進区民懇談会｣の意見を十分に踏まえて行

います。
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5 男女共同参画をめぐる国や都の動き

(1 ) ｢第 3次男女共同参画基本計画｣ の策定

○国においては、 平成 11 年 6 月に男女共同参画社会基本法 (以下
｢基本法｣ という。) が制定され、 男女共同参画社会に向けた基本理念

が明確になるとともに、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現が、21世紀の最重要課題として位置付けられまし
た。

○基本法に基づき、 平成 12年度には ｢第 1次男女共同参画基本計画｣ が

策定され、 各施策の基本的方向性や内容が示されました。
○平成 17年に策定された ｢第 2次計画｣ では、 政策や方針決定過程への

女性の参画の拡大などの重点分野が示されるなど、その内容は、平成 18

年の男女雇用機会均等法の改正 (性別による就業等の差別禁止) や配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正 (配偶者暴力

の定義の拡大、保護命令制度の拡充等)などに影響を与えたといえます。
○平成 22 年 12月には、 現行基本計画である ｢第 3次計画｣ が策定され

ました。 本計画においては、少子 ･高齢化の進展と人口減少社会の本格

的な到来に加え、長期化する経済の低迷や社会における閉塞感の高まり、
さらには非正規労働者の増加と貧困 ･格差の拡大等をこの間の社会情勢

の変化と捉え、 改めて強調している視点として、①女性の活躍による経

済社会の活性化、 ②男性、 子どもにとっての男女共同参画、 ③さまざま

な困難な状況に置かれている人々への支援、④女性に対するあらゆる暴

力の根絶、 ⑤地域における身近な男女共同参画の推進をあげ、都道府県
や市町村と一体となって取り組んでいくとしています。

(2 ) ｢男女平等参画のための東京都行動計画｣ の改定

○東京都では、 全ての都民が、 性別に関わりなく個人として尊重され、 男

女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平

等参画社会の実現をめざして、 東京都男女平等参画基本条例 (平成 12

年 3 月) を制定しました。 これを機に、 ｢男女平等参画のための東京都
行動計画｣ を策定し、都と男女平等参画を進める各種団体との連携 ･協

力による事業を中心に取組を推進しています。
○また、東京が今後も活力ある都市として発展をするためには、なお一層

の男女平等参画施策を推進する必要があるとし、 平成 24 年 1月に都の

行動計画を改定しました。
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○改定計画の体系としては、①あらゆる分野への参画の促進、②仕事と家

庭 ･地域生活の調和がとれた生活の実現、③特別な配慮を必要とする男

女への支援、④人権が尊重される社会の形成、⑤男女平等参画を推進す

る社会づくりを柱としています。

6 区における男女共同参画の現状

(1 ) ｢男女共同参画に関する意識と生活実態調査｣ の実施

○行動計画の改定にあたっては、区における男女共同参画の現状をできる限

り具体的に把握し、 課題を明らかにする必要があります。
○このため、 区では平成 23 年度に、 区内在住の満 20 歳以上の男女 4,ooo 名

を対象として ｢男女共同参画に関する意識と生活実態調査｣ (以下 ｢実態

調査｣ という。) を実施しました。

(2 ) 主な調査項目及び結果

①家庭内における男女共同参画に関する現状

○共働き世帯を中心に、 家事、 育児、 介護は依然として女性に多くの負

担がかかっているといえます。 この傾向は、 休日においても同様で、
家事、 育児、 介護にかける時間については、 女性の方が男性に比べて

長い結果となっています。
②職場等における男女共同参画に関する現状

○厳しい経済状況から、女性の就労意向が高まっているものの、賃金や

昇進 ･昇給、配置等の面で女性が働きにくい状況が十分に改善されて

いません。
○女性が長く働き続けることへの支障についても、保育所の不足や家族

の介護 ･看護を理由にあげる声が多くあります。
○男女を問わず多くの人が、仕事も家庭生活も共に大切にしたいと考え、

仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) を望んでいるにもか

かわらず、 実態としては、男性は仕事を女性は家庭を優先せざるを得

な,いのが現状です。
③ ドメスティック ･バイオレンスの実態

○ ドメ スティ ック ･バイ オ レンス (以下 ｢D V ｣ という。) の被害者は、

誰にも相談せず、-問題が深刻化しているケースも多くなっています。
O D V 相談を行っている区立男女平等推進センターに関しては、認知度、

利用率ともに課題があり、 さらなる周知に向けた取組が必要です。



④男女平等意識に関する現状

○家庭や職場における男女平等意識については、 前回実態調査 (平成 17

年度実施) と比較して若干の改善が見られるものの、 未だに ｢男性が

優遇されている｣ ｢どちらかというとそうである｣との回答が多くあり、
特に職場においては半数を大きく超えています。

7 これまでの取組状況と課題

○ ｢男女共同参画社会をめざす杉並区行動計画｣ については、平成 7年度には

じめて策定され、 この間、 4 度にわたる改定を経て、 現行動計画 (平成 2 0

年度改定) に至っています。
○この間、平成 9 年度には ｢杉並区男女共同参画都市宣言｣ を行い、区の姿勢

を明確にするとともに、区立男女平等推進センターの開設、区や関係団体に

よる啓発講座や学習会の開催、相談員による相談事業の実施など、男女共同

参画社会の実現に向けて幅広い活動を続けてきました。
○このような経過を踏まえ、平成 20 年度に策定された現行動計画については、

計画期間を平成 21 年度から 22 年度の 2 カ年、 基本目標を ｢理解 ･信頼 ･

支えあいの共同参画社会をつくる｣ とし、基本目標のもとに 3 つの具体的な

目標を掲げて計画の推進に取り組んできました。これまでの取組状況と今後

の課題については、 以下のとおりです。

目標 I 仕事と生活を両立させる 『ワーク ･ライフ ･バランス｣ の仕組みづく

り

(1 ) これまでの主な取組と現状

0 区では就労意識の多様化、 経済状況の低迷により女性の就労機会が一段

と増加していることを踏まえ、 保育所等の増設や高齢者施設の環境整備

などに力を入れてきました。
○しかし、 実態調査で ｢仕事と生活の調和のとれた環境をつくるために区に

望むことは｣との問いに対して、｢誰もが安心して働くことができるように、
保育園 .高齢者施設などの環境を整えること｣ と回答した人が 65.3 % とな

っており、 多くの区民がさらなる環境整備を望んでいます。
○さらに、共働き世帯を中心に家事･育児の責任は女性に大きく偏っており、
女性が働きにくい状況が十分に解消されていません。

○また、 男性も女性も多くの人が、 仕事と家庭だけでなく、 趣味や余暇、 地

域活動にも取り組んでいきたいと望んでいますが、 現実にはなかなか希望
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どおりの生き方ができず、 そのような活動に取り組む以前に、 仕事と家庭

の二者択一を迫られる生活をせざるを得ない現状にあります。

(2 ) 今後の課題

○誰もが社会の中で自分らしい生き方を選択でき、 その生活の状況や希望に

応じて、 仕事と仕事以外の生活を無理なく両立できる働きやすい環境を整

備していくとともに、 個人の努力のみならず、 企業ミ事業主の理解と協力

を得て、 社会全体で仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) をさ

らに進めていく必要があります。

目標□ 世代や立場を越えて共生できる地域づくり

(1 ) これまでの主な取組と現状

○乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層の方が、いきいきと暮らしていくこと

ができるよう、 それぞれのニーズに応じた支援を行う“まか、 ゆうゆう館と

保育園や児童館との交流事業など、異世代間の理解を深める取組も推進し

てきました。
○介護を必要とする高齢者も、元気な高齢者も、尊厳をもって自分らしく暮

らせるよう“こするため、安心して相談できる仕組みづくり、生活を支援す

るサービスの提供、高齢者施設の整備のほか、地域活動や社会参加を支援

するための長寿応援ポイント事業などを実施しています。
○また、子育て中の家庭に対しては、区独自事業である ｢子育て応援券事業｣

をはじめ、 さまざまな子育て支援のサービスを実施してきました。 ｢子育

て応援券事業｣をきっかけに子育て支援事業を立ち上げた地域の団体やグ

ループも増加しました。さらに、学校支援本部を区立小中学校全校に配置

するなど、 地域が学校を支える仕組みづくりも進みました。

(2 ) 今後の課題

○誰もが住み慣れた地域の中で自立した生活を送るためには、 さまざまな立

場の男女がその個性と能力を発揮できる地域社会の実現が重要です。 この

ため、 世代や状況に応じた地域での活動の場の提供や、 企業 ･事業主、 N

P O 等の協力を得ながら、 互いに支えあっていく仕組みづくりを推進して

いくことが必要です。
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目標 m D V (配偶者等からの暴力) のない安全 ･安心な社会づくり

(1 ) これまでの主な取組と現状

○区では関係機関との連携のもと、 緊急一時保護を実施しています。 あわ

せて、 被害者の自立支援には、 個々の被害者の実情に合わせた支援も行

っています。
○区役所ロビーや地域区民センターを利用したパネル展等を通じ、 言葉に

よる精神的暴力やネグレクト (無視) など、 新たなD V の形態等につい
て啓発事業を行うとともに、 D V カー ドを作成し、 区立男女平等推進セ

ンターをはじめ、 各種相談機関の P R にも努めてきました。
○しかし、 実態調査では、 D V に対する認識として、 身体的な暴力に対する

認知度は高いものの、 精神的な暴力やネグレクト等に対する認知度は低い
状況にあります。本人が D V と意識していなかったり、 ｢自分ががまんすれ

ば｣ ｢怒らせた自分が悪いから｣ などと自分を責め、他者に相談しないうち
に、 問題が深刻化するなどの恐れがあります。

○調査対象者のうちD V 被害の経験者は 14 % でしたが、 潜在的被害者はさら

に多い可能性があります。 また、 被害を受けた経験者の中でも、 相談しな
かった人の割合は 58.5 % と過半数を超えています。

(2 ) 今後の課題

○身体的な暴力に対する認知度は高いものの、 精神的な暴力等に対しての認
知度は低いなど、 D V に対する区民の理解は、 まだ十分とはいえません。
区立男女平等推進センター等の公的な相談機関の周知にもさ 拭こ力を入れ

ていく必要があります。 また、 相談しやすい場や被害者の実情に応じたき
め細かな情報の提供に努めるとともに、 具体的な支援が必要な場合には、
区関係部署 (区立男女平等推進センター、 福祉事務所、･子ども家庭支援セ
ンター等) の連携をより一層深め、 迅速に対応していくことが何よりも重

要です。
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第 2 章 計画の重点テーマと目標



1 3つの重点テーマ

○本行動計画は、 従前の行動計画が掲げていた基本目標の理念を継承しつつ、
区における男女共同参画の現状やこれまでの取組状況等を踏まえたうえで、
特に力を入れるべき 3 つの重点テーマと 5 つの目標を定め、男女共同参画社

会の実現をめざします。
○また、 各目標のもとの施策を構成する事業の中で、 3 つの重点テーマに深

く関わる 3 5 の事業を重点事業として位置付け、 取り組んでいくこととし

ます。

【重点テーマ11 男女共同参画の推進による支えあい共につくる地域社会の実現

○地域社会において仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) が図られ、
男女が共に責任と役割を分担し合いながら、 地域活動への参画など、 多様な

生き方を選択できる柔軟な社会の仕組みを構築していきます。
○東日本大震災の経験を踏まえて、 男女共同参画の視点から、 地域防災力を強

化し、 誰もが安全 ･安心に暮らせる地域社会づくりを進めます。

【重点テーマ 21 困難な状況に置かれた人々にとっての男女共同参画の推進

○ひとり親家庭、 介護や支援が必要な高齢者、 定職に就けない若年層等を中心

にさまざまな困難な状況に置かれている男女が増加しています。 このような

特別な配慮を必要とする男女への支援を行い、 一人ひとりが尊厳を持ち自立

した個人として、 個性と能力を十分に発揮できるような男女共同参画社会を

実現していきます。

【重点テーマ 31 区立男女平等推進センターのさらなる活性化

○区立男女平等推進センターについては、 男女共同参画社会実現のための活動

拠点として、 関係団体等の創意工夫を活かしながら魅力ある事業を展開する

など、 施設のさらなる充実 ･活性化と周知 P R に努めていきます。
O D V をはじめとする相談事業については、 福祉事務所、 子ども家庭支援セン

ター等との連携を強め、 被害者の立場に立ったきめ細やかな対応が迅速に行

えるよう庁内体制の整備を行うとともに、 東京都や警察など他機関との連絡

調整を密にしていきます。
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2 5つの目標

目標 1 あらゆる分野で男女が個性や能力を発揮できる社会づくり

(1 ) 目標設定の背景

○男女が共に個性と能力を発揮できる参画の場と機会が確保され、 生きがい

のある充実した生活の実現は、男女共同参画社会に欠かせません。
○基本構想では、 ｢参加と協働の地域社会づくり｣ のひとつとして、 男女が共

に地域への関心を高め、 N P 0、 地域団体等の活動を通じて、 身近な地域

の課題に地域ぐるみで連携して取り組む地域社会づくりるこ参画することが

重要であるという考え方が示されています。
○さまざまな分野で男女を問わず、多様な個性や価値観を持つ人材を生かすこ

とは、 政治、 行政、 経済、 文化及び地域振興などの発展にもつながります。
○甚大な被害をもたらした東日本大震災においても、男女が共に協力して取り

組んでいくことが地域における防災力の向上に結びつき、大変重要であるこ
とが再認識されました。

(2 ) 取組の方向性

○行政や地域活動 ･防災などの分野において、企画、方針 ･意思決定段階から

の女性の参画を促進します。
○地域社会で各年代における男女が共に活躍する場や機会を提供できるよう、

区民や N P 0、 地域団体等と連携を図りながら、 地域でのネットワークづく

りをさらに進めていきます。
○東日本大震災での教訓を踏まえ、男女共同参画の視点を取り入れて地域防災

力の向上を図り、誰もが安全 ･安心に暮らせる地域社会づくりに取り組みま
す。

成果指標I
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目標亞 仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)の実現

(1 ) 目標設定の背景

○仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) とは、 個人が生活の状況や

希望に応じたそれぞれの意思により、仕事と仕事以外の活動(子育て、介護、
余暇、 地域活動等) との調和を図ることです。

○基本構想においても ｢男女共同参画の観点から、仕事と生活の調和 (ワーク ･

ライフ .バランス) に配慮した社会環境づくりを進める｣ としており、 男女

共同参画を促進するうえで、 重要なものです。
○経済のグローバル化、雇用状況の変化等が進展する一方、少子高齢化 ･核家

族化の進行や人々の価値観の多様化により、家庭を取り巻く環境も大きく変

化しています。
○実態調査では、 ｢家事 ･育児は依然として女性に多くの負担がかかっている｣

｢女性の就労意欲は高まっているものの、女性が働きにくい状況が依然とし

て解消されていない｣ ｢男性にとっても、 仕事と家庭を両立させたいと考え

てはいるが、仕事を優先せざるを得ない｣などの厳しい現状が明らかになっ
ています。

(2 ) 取組の方向性

○男女がともに自分らしい生き方を選択でき、 あらゆる年代において仕事と

子育てや介護、 地域活動などが両立できる社会を実現することは、 個人の

生活を豊かにするだけでなく、 地域社会の活力も生み出します。
○子育て支援や高齢者施策等、 現役世代にとって仕事と生活の調和 (ワーク ･

ライフ ･バランス) が実現できるような環境整備を、 今後も継続して行って

いきます。
○固定的役割分担の考え方は人々の潜在意識の中に根強く残っており、 性別に

関わりなく個性と能力を発揮できるよう、 意識啓発を進めていきます。

成墨指標=

の仕事と生活の調和(ワーク･ライフ董･バランス)の認知度
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目標田 特別な配慮を必要とする男女への支援

(1 ) 目標設定の背景

○ひとり親家庭、介護が必要な高齢者、定職に就けない若年層といった人々の
中で、 経済的自立が困難であったり、雇用機会が不足していたり、 さ 拭こは

地域社会とのつながりが希薄になるなど、困難な状況に直面する男女が増加
しています。

○特に女性は、出産 ･育児による就業の中断や非正規雇用が多いこと等を背景
として、 貧困など生活上の困難に陥りやすいといえます。

○いったん、困難な状況に陥ると個人の力、すなわち ｢自助｣ だけで問題を解
決することは大変難しく、特に若年層にとっては、世代を超えた｢負の連鎖｣
に陥る可能性があります。

(2 ) 取組の方向性

○特別な配慮を必要とする男女に対する支援としては、行政による ｢公助｣ の
取組に加えて、区民 ･事業者や地域社会における ｢共助｣ による支援も重要
です。

○状況に応じて重層的な支援を行い、個人の自立を促すことで、その個性と能

力を十分に発揮できるような男女共同参画社会を実現していきます。

成果指標m

◎生きがいを感じている人の割合く- 般区民対象)
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目標 N 人権が尊重される社会の形成

(1 ) 目標設定の背景

O D V (配偶者等からの暴力刻ま、家庭内や親しい者同士の間で起ることから、
問題が潜在化しやすく、周囲に気付かれないうちに被害が重篤になる場合が

多く見受けられます。さらに、 D V 被害者は、誰にも相談せず一人で悩んで

いるケースも散見され、 問題を深刻化させています。
○また、セクシュアル ･ハラスメントや性犯罪、ストーカー等の暴力行為に対

しても、警察等と連携し、根絶に向けた取組を行うことが必要です。 どのよ

うなさ細なことでも気軽に相談できる体制の充実を図るなど、被害者の立場

に立った支援を行う必要があります。
○一方、心身の健康の面では、女性は妊娠 ･出産や女性特有の疾病等、生涯に

おいて男性と異なるさまざまな健康上の問題に直面するなど、男女の解剖学

的 ･生理的な違いに起因する性差が存在します。男女が互いの心身の性差を

十分に理解し、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って、生涯に

わたって健康に暮らすことのできる社会を実現することが求められます。

(2 ) 取組の方向性

○あらゆる暴力の根絶をめざし、区立男女平等推進センターや福祉事務所等の

相談機関のさらなる周知に努めるとともに、措置が必要な場合には、福祉事

務所、子ども家庭支援センター等との連携を深めることで、個々の被害者の

状況と意思に応じた保護や自立支援の制度を拡充していきます。
○心身の健康についての正確な知識と情報の提供とあわせて、年代や生活環境

に応じた健康診断や健康支援等の取組を進めていきます。

成果指標N

　 　　 　 　
　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　

e D V 被害経験者の中で誰にも相談しなかった人の割合
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目標V 男女共同参画を推進する社会づくり

(1 ) 目標設定の背景

○実態調査では、 家庭や職場における男女平等意識について、 ｢男性が優遇さ

れている｣ ｢どちらかというとそうである｣ との回答が多くありました。 こ

のことは、家庭における男女の役割分担の固定化や職場での昇給 ･昇格、配

置等、男女の処遇の違いが背景にあるといえます。
○男女共同参画社会の土台を支えるのは、男女の人権の尊重や男女平等に関す

る個人の意識であり、社会のあらゆる場面で男女共同参画の理解を促してい

くことが重要です。

(2 ) 取組の方向性

○家庭、地域、職場等、あらゆる場面において、男女平等を推進し性別に関わ

りなく個人を尊重する社会の実現に向けて、区民や企業 ･事業主を対象に意

識啓発に関する取組をこれまで以上に推進していきます。
○学校教育においても、児童 ･生徒が男女の互いの違いを認めつつ、一人ひと

りの個性や能力を伸ばすことができるよう、人権教育のひとつとして男女平

等を推進する教育 ･学習の一層の充実を図ります。
○ ｢杉並区男女共同参画都市宣言｣ を踏まえ、区の全ての組織において男女共

同参画を考慮した組織、事業の運営を行っていきます。区立男女平等推進セ

ンターについては、何よりもその周知が課題となっていることから、男女共

同参画社会実現のための活動拠点として、関係団体等との協働のもと、事業

のさらなる充実、 及び組織の活性化と周知 P R に力を入れていきます。

成果指標V

目標V 男女共同参画を推進する社会づくり
‐ @ 区立男女平等推進センターの認知度 ^

そく男女共同参画に関する意識と生活実態調査)へ れ ^ く く
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3 計画の体系

別な配慮を必要とする男女への支援

目標 N

人権が尊重される社会の形成

男女共同参画を推進する社会づくり

{ 課 題 1 4 J
政策や方針の意思決定における女性の参画の拡大

2 地域活動における参画の場と機会の提供

3 地域防災における男女共同参画の推進

仕事と生活が調和した働きやすい環境の整備

2 事業者と社会の意識啓発の促進

1 ひとり親家庭への支援

3 要介護高齢者等への支援

男女共同参画を阻害する暴力の根絶

生涯にわたる心と体の健康支援

男女共同参画に関する普及啓発

男女平等に関する教育･学習の推進 ①男女平等に関する学校教育等の推進

事業数 1 1 6く3 5 )

*く )は重点事業数
*再掲分を除いた実事業数は
(1 0 3 件 〈2 9件〉)

目 標 5 施 策 3 1
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第 3 章 計画の内容



施策① 各種審議会等への参画の促進

地域活動へ向けた人材育成

地域活動のネットワークづくり

高齢者の地域生活の充実

災害時要援護者支援

就労が可能な環境の整備

延長保育の拡充
産休明け保育の拡充

施策② 安胆して子育てができる環境
の整備

企業に向けての啓発

社会に向けての啓発

子育てを地域で支える仕組
り

二-ヌに廊じた支援サービス

障害者の地域生活の充実

障害者の社会参加の促進

生活支援事業 I
動支援事業) I

地域での安定した暮らしの確保

生活保護受給者に対する就労

未然防止 ･早期発見

被害者の保護 ･自立支援

施策① 健康に囃する啓発

施策② 保健指導 ･健康診査の充実

施策◎ 健康保持 ･増進への支援

区民等に向けた啓発

施策② 女性団体等の育成

男女共同参画のための団体活動の
支援

男女平等に関する学校教育等

施策① 国 ･都等閣僚機関との連携
による男女共同参画の推進

策② 区民 ･事業者 ･団体等の協働
による男女共同参画の推進

目標 課題 ･施策 ･事業体系 凡例
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目標 I あらゆる分野で男女が個性や能力を発揮できる社会づくり

課題 1 政策や方針の意思決定における女性の参画の拡大

○男女共同参画社会を実現するためには、 男女が政治、 行政、 地域活動、 教育

などあらゆる分野における活動に参加することはもとより、 政策や方針の意

思決定段階において、 特に女性の参画を拡大していくことが重要です。
0 区の計画策定や事業実施の検討などの過程においても、 女性の参画が進むこ

とは、 多様な価値観や女性ならではの発想に基づいた区政を実現すること“こ

つながります。
○区が主催する各種審議会等への女性委員の割合は、 23 区中上位 3位ですが、

国の ｢第 3 次男女共同参画基本計画｣ では、 積極的改善措置 (ポジティブ ･

アクション) として、 会議体の構成について、 性別に一定の枠を定める動き

もあり、 このような取組をさらに進めていく必要があります。 区の係長級以

上の役職者の女性の割合は年々増加していますが、 さらに意欲ある女性職員

への支援を通して女性管理職の割合を高めるなどして、 区政に女性の視点を

反映させていくことが重要です。
○区の組織だけでなく、 あらゆる分野で、 男女が共に責任を分かち合い、 個性

や立場の違いから生じるさまざまな考えや意見を活かしていくことは、 各分

野を発展させるだけでなく、 社会全体の活性化にもつながります。

箕美 Aで繋げる女耕哲三0 登川:ゞ‘:.･
日α% - -･･- -･- - --･--.一群.- -.- -.- - - -“……~

50%

4眺 3 7 ,5 % 笈円% コミフ繁 3 7 8 % 37 4 % !

3〔)秘。 -- …“-- --▲-】 飜--一

2眺 ~

…
鬮轟嚢一

朧玉0% ‐- -…… ----- -----

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

杉並区 附属槻関 ･審議会等への女性の参画状況調査

杉並区虫軽昌
30%

i i
20% をり彫

生2 5 % 茎
9 .8 % 9 .6 %

10% ト…~~~‐州郷…“……-‐‐‐‐……--……攝…… ------纒蘂寮蘂鑿‐‐…~!

4 薹
--十一

鷲
--- --薹 ｣釀盤 菫 !

平成22年 平成23年 平成24年
東京都 区市町村男女平等参画施策推進状況調査

3 7 ,5 % 1衣円% コミフ繁 3 7 8 % 37 4 %

生2 5 %
9 .8 % 9 .6 %

嚢 鮴薹
----- -嚢 - -- -嚢

指 標 平成 22 年度 平成 26 年度 平成 33年度

審議会における女性委員の登用割

合 (男女共同参画担当)
37 .8 % 38 .6 % 40 .0 %
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施策① 各種審議会等への参画の促進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

l O 審議会等における女性
の積極的な登用

政策･方針の意思決定への女性の参画を進めるため、参画状況(女
性委員の割合)の調査を行い、男女のバランスのとれた登用を働きか
けます。

男女共同参画
担当

2

新たな区民参加手法の
推進

(無作為抽出による区民
意見交換会の実施等)

より多くの区民が地域の課題を共有し、議論できる機会を増やしてい
くため、性別 ･年齢等のバランスを考慮したうえで無作為に抽出された
区民による討議会 ｢区民意見交換会｣の手法を活用するなど、区民の
区政参加を促進します。

企画課
関係各課

3
地域運営学校

(コミュニテイー .スクール)

の拡充

保護者や地域住民などが合議制の機関である｢学校運営協議会｣を
通じて、一定の権限と責任を持って学校運営に参画する｢地域運営学
校 (コミュニティ･スクール)｣を設置し、地域住民が支援者としてだけで
なく、学校運営の当事者として参画できる学校づくりを進めます。

学校支援課

4 区役所役職者の女性
割合の向上

区役所役職者における女性の割合について、昇任猶予や一時的降
任等、サポート制度の充実などの取組を通して、係長職昇任選考の女
性受験者数を増加させ、係長職及び管理職の女性割合の向上をめざ
します。

職員課
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課題 2 地域活動における参画の場と機会の提供

○ 地域社会において、男女が共に個性や能力を発揮できる場と機会が確保され、
生きがいのある充実した生活を送ることができる活力あるまちを実現する

ことは、 男女共同参画社会の理念にも通じるものです。
○ 杉並区総合計画の中の協働推進基本方針においても、 ｢区民の区政への参加

の拡大を図り、 区政に活かしていくことで区民の地域への関心を高め、 区と

区民とが身近な地域の問題を共有し、連携して解決することができる地域社

会づくりをめざします｣ としています。
○ このような視点を踏まえ、男女が子育て期、 中高年期といった人生の各段階

に応じて、 仕事と家庭だけでなく、 地域に関心を持ち、 地域活動やボランテ

ィアにも積極的に参加できるような社会環境を整備していくことが重要で

す。

地域人材の育成支援

き爛き嘉 賞姜讓 }
載る防寒ミ聴く謹選豆-、競艇]撥無だき賞翫発ゞ淺さ
ま鰤を演じ箸詩語子墾ミリさまなべ′なり

≧響戈2ど年鞄◆導浬著のNPQ法入活動.蘂"
‘

}箋隷団体数像解団体6つ語勢対さな濃く炎々わき乾く

古靜者の活動古援

高齢者の方が地域の中でいきいきと暮らしていけ
るよう、地域の団体と協働し、交流の場や社会参加
の機会を提供しています。

ノ 一汁翻- -'-- 、＼

く"避難う舵?中茎雫隷ども趣撮り
｢ ′-

、 --
△

“

、
どん生きがい ご＼ 、

＼~鰹廉ふれあい ? ｣

くさ莢辯モ発き一戸《鰻離秀;翻す‐》~ コ
ー

＼~ む ら 、ノ
キン

試筆激さ
はき地域;
熟もを事

トな舂圭
吐会に

覇汰聯弾を運営じ‘んき区民にらむ吏
員南は如意ら実るよう講座はこムや《

Z 公繋ぎうも!うぶ

壷すけ翌
≧蕪村

‘"可>五

てなみN窯ご支援
P O謳いボラン稀ら

を通じでN P 0 ｢

ゼミジ狡せこも→クだっ才彬
物活動推進絶とジ れ増々‘

ty ･一里円Y ' 〆-

のバ評戈2 年鞄◆導潭著のNPQま
体数はぜ解団体謹まク開き

U′
、′･、̂

入活動ふも
ダ霊愛国

指 標 平成 23 年度 平成 29 年度

社会参加活動を行っている人の割合

(区民意向調査)
4 .9 % 6 .0 %
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施策① 地域活動へ向けた人材育成

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当垂課

臀･上
みどりの

ボランティア杉並

剪定講座等、みど明こ関する技術的な支援･助言を通じて、区民がボ
ランティアとして区内のみどりを守り、増やし、育てる活動する人材の育
成を図ります。

みどり公園課

2
消費生活相談及び

消費者啓発
(消費生活学習講座)

消費生活学習講座の修了生から希望者を消費生活サポーターとして
登録し、出前講座等の実施を通じ、複雑、多様化する消費者被害を未
然に防止するための啓発活動を行います。

区民生活部
管理課

消費者センター

3 O 地域人材の育成
区民の社会参加意欲に応えるととも蓄こ、地域社会に貢献する人材や

協働の担い手となる人材を育てるため、｢すぎなみ地域大学｣を運営し
ます。

協働推進課

4 生涯スポーツ振興事業

生涯スポーツ振興睾木巴適しぐ、区内にわけるハボ ツ人ロの弘人
を図るとともに、運営等への参画･協働二者知る也九六むせ、さまざまな
立場でスポーツに関わり、人と人とのつながりが広がることで、スポーツ
による地域づくりをめざします。

スポーツ振興課

5
成人学習支援

若年層など地域との関係が希薄になりがちな世代が、日常的なつな
がりを形成し、主体者として地域社会に参画できるよう学習の機会を提
供します。(区民企画講座)
また、新しい地域づくりをめざし、学習指導者の支援のもと、受講者相

互の話し合いを基本に、自由で新しい発想を育む学習の場として開催
します。(すぎなみ大人塾)

生涯学習推進課

施策② 地域活動のネットワークづくり

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

11 地域住民活動の支援

良好な地域社会を形成するため、町会･自治会への加入促進を目的
とした加入案内等のパンフレットの作成、及び区窓口等での配布をはじ
め、地域活性化事業への助成金の交付等、町会･自治会の活動を側
面から支援します。

地域課

2 成人学習支援 再掲(目標 I、課題1、施策①) 生涯学習推進課

3 学校支援本部の支援

学校と地域の連携体制の構築を図り、教員が授業や部活動、生活指
導などに専念できるよう｢学校支援本部｣の基盤の強化と活動の充実に
向け、地域人材の発掘や育成に取り組みます。

学校支援課

4 地域教育推進協議会の
モデル設置

o歳から15歳までの子どもの育成や教育をコミュニティの問題として考
え、家庭、地域、学校が責任を分担し合いながら、地域の教育･子育て
にかかる課題に主体的に取り組む組織｢地域教育推進協議会｣を設置
し、地域内にある組織･活動のネットワークの広がりを活かし、社会全体
で子どもの育成や教育に取り組みます。

学校支援課

5 O N P O 等の活動推進
｢参加と協働による地域社会づくり｣のひとつとして、男女がともそこ地域

への関心を高め、N P O 等の活動などを通じて、暮らしやすい活力ある
地域社会づくりを行います。

協働推進課

6
花咲かせ隊、

すぎなみ公園育て組

地域の住民が主体的に、公園で花壇づくりや清掃等を行うことで、公
園の利用拡大やモラル向上を図り、地域に愛され親しまれる公園づくり
を進めます。

みどり公園課

7
地域子育てネットワーク

事業の充実

全小学校区で、区民と行政の連携を強め、地域の課題やニーズに合
わせた事業や世代を超えた区民相互の幅広い交流を展開するととも
に、子どもが安全に健やかに育ち、育てることができる地域づくりを進め
ます。

児童青少年課
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施策③ 高齢者の地域生活の充実

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 長寿応援ポイント事業
高齢者の多様な価値観に対応した社会参加を促すため、長寿応援

ポイント事業を拡大し、高齢者が自らの能力を発揮し、いきいきとした高
齢期を過ごすことができるよう支援します。

高齢者施策課

2 高齢者の活動拠点での
自主的活動の推進

ゆうゆう館や高齢者活動支援センターが、生涯現役社会の核となるよ
う、N P O 法人等と協働して特色ある施設運営を進めます。
また、高齢者の活動の幅を広げるためへ協働事業実施団体や指定管

理者と連携して、新たな活動のきっかけづくりと自主グループづくりの支
援を強化します。

高齢者施策課

3
介護予防サポーター

人材育成

介護予防事業の実施に協力し、地域に介護予防の普及を図る支援
者を養成し、高齢者の社会参加を促すとともそこ、養成講座･研修会を実
施します。

高齢者施策課

4 シルバー人材センター
支援

就職は望まないが、社会に役に立ちたい、何か働きたいなどの生涯
現役をめざす方に就業機会を提供する、公益社団法人シルバー人材
センターの運営を支援します。

高齢者施策課

5 いきいきクラブの
活動支援

地域における社会奉仕活動、友愛活動、いきがい活動、健康づくり活
動を行ういきいきクラブに対して、運営費の助成等の支援を行います。

高齢者施策課

6
地域ささえ愛グループ

支援

介護予防を目的とした高齢者の団体活動を支援することで、高齢者
の閉じこもりや孤立を予防します。また、支援スタッフの派遣を行いま
す。

高齢者施策課
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課題 3 地域防災における男女共同参画の推進

o 東日本大震災を踏まえ、 地域防災力の向上を図り、 区民生活において安全 ･

安心を確保するためには、 区や警察、 消防などの ｢公助｣ による対策だけで

なく、 地域による ｢共助｣ の取組の重要性が再認識されました。
○ 区では、 初期消火資機材の拡充や防災訓練の実施、 震災救援所運営連絡会の

活動等を通じて、 区民とともに防災力の向上に努めてきましたが、 今後は、
災害に際して男女が協力して取り組んでいける体制の整備に加えて、被災時

における男女のニーズの違いに応じた対応等、男女双方に配慮した取組がよ

り一層求められます。
○ このため、 女性の参画による新たな地域防災計画の策定をはじめ、 震災救援

所の運営や災害備蓄品等のあり方についても、男女それぞれの視点からの充

実を図っていく必要があります。

今後、重要だと思う支援
(東日本大震災被災3県の地方公拱団餉 n=713

弓階こ翌ブや孤独の防止

男女別二-ズI博己臆した備蓄品塀準備

コ、ュニテ化ジネスの誠立支援

女性リ｣ダ-の育成

女･性や子供への安全配魔、DVの防止

豊山漁村に制する女イ鱈活躍支援

料理教室等、男性の家事･生活力の支援

女性に‘熱･やすい基金の酘置

0% 10% 20% 3解% 409% 509% 鈍沸。 7[“%

4域2%
ミ

43 1%

6み% $

･1% " {
;

〕% ; }

讓,盤芸鼬蘂聽戚轉鵺 24

婆藁饑寮轢難『群織續 23.
鰐嗣…-袖趨 135 %

縄総辯藷 11.2%

ぼ95 %

搬箋 104%

･1%

〕%

　　
無回答

指 標 平成 23 年度 平成 29 年度

区の防災対策に女性の意見が反映されてい

ると感じる人の割合

(防災課)

50 .0 %

地方防災会議の妻割に占める女性の割合
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担当≧課

防災課

防災課

事業名

地域防災力の向上

防災会議の運営

策① 女性の視点を踏まえた防災対策の推進

容
担当課

m
、1nt11
1111
1
t
1、、

、亀馬
""℃1
1
モ
ー･11
1tt1亀1、1m
mm
m
11

　　　　　　 　
　1 0
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目標 = 仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)の実現

課題 1 仕事と生活が調和した働きやすい環境の整備

○ 男女共同参画社会の実現は女性にとっても男性にとっても生きやすい社会

をつくることであり、 その個性と能力を十分発揮することができ、 仕事か家

庭かといった二者択一ではなく、多様な生き方を選択できる柔軟な社会のこ

とです。 このことるま、 人生のさまざまな段階に応じ、 自分に合った仕事と生

活の調和を自らが選択できる社会の実現を意味します。
○ しかし、 実態調査では、 家事 ･育児に対する女性への負担や女性が働きにく

い状況など、 厳しい現状が依然として続いていることが明らかになっていま

す。

○ このような現状を踏まえ、 あらゆる男女が、 仕事と子育てや介護、 地域活動

などが両立でき、 意欲を持ってさまざまな分野で活躍することで、 一人ひと

りが自己実現を図るとともに充実した生活を送ることができる、心豊かで活

力ある地域社会の実現をめざしていきます。

生活の中での優先度

0.D % 10 0 % 2 0 0 % 30,0 % 4 0幻%

｢仕事｣を優先している

｢家庭生活｣を優先決している

｢地域 個人の生活｣を優先している

｢仕事｣と｢家庭生活｣をともに優先している

｢仕事Jと｢地域･個人の生活｣をともに優先している

｢家庭生活｣と｢地域･個人の餐活｣をともに優先している

｢仕事｣と｢家庭生活｣と｢地域･個人の生活｣をと韻こ優先している

わからな孔･

無回答

平成23年度 杉並区男女共同参画に関する意識と生活実態調査

指 標 平成 23 年度 平成 29 年度

生活の中で ｢仕事｣ ｢家庭生活｣ ｢地域生活｣

をともに優先している人の割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調

査)

5 .9 % 2 5 .0 %

; ■男性錮女性
n"1,059人 n三707人
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施策① 就労が可能な環境の整備

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 家族介護者支援事業

家族介護者の負担を軽減し、高齢者とその家族が地域で安心
して暮らせるよう家事代行サービス｢ほっと一息、介護者ヘルプ｣
や介護用品等の支給、緊急ショートステイ等の介護者支援サー
ビスを提供します。

高齢者在宅支援課

2 O 認知症高齢者グループ
ホームの整備

高齢者が認知症となっても、少人数で家庭的な雰囲気のもと
共同生活を送ることで、症状の進行を遅らせつつ、家族も共に
地域で安心して暮らし続られるよう、グループホームの整備を図
ります。

同胛何鰯泉隊

3 O 特別養護老人ホームの
整備

常時介護を必要とし、居宅での介護が難しい高齢者が、安心
して生活するための特別養護老人ホームを建設する法人等に
対して、建設費の一部を助成するなどの支援を行います。

幌]酌伯聴衆課

4 病児･病後児保育の拡充
保護者の就労の機会を確保するため、保育所等に通う子ども

の病気の状態が、急性期を超えた症状安定期から回復期まで
預かる病児.病後児保育室の拡充を図ります。

保育課

5 O 学童クラブの整備
働きながら安心して子育てができるよう、増大する学童保育の

需要を踏まえて、学童クラブを整備します。
児童青少年課

6 O 保育所等の整備
待機児童の解消のため、認可･認趾保台所,h 【~~、施設の改

築･改修により、受入れ定員の拡大を図ります。 保育課

7 家庭福祉員の拡充 待機児童の解消のため、家庭的保育を担う家庭福祉員(保育
ママ)の拡充を図ります。 保育課

8 私立幼稚園預かり保育
短時間就労等に伴う保育需要に対応するため、私立幼稚園

における長時間の預かり保育の推進を図ります。 保育課

9 延長保育の拡充
産休明け保育の拡充

保護者の就労の機会を確保するため、利用者の多様なニー
ズに対応した保育を提供します。 保育課

施策② 安心して子育てができる環境の整備

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 出産育児準備教室
出産前の家族を対象にパパママ学級を開催し、父親の育児

参加を促し、家庭内での自立促進を図るための事業を実施しま
す。

子育て支援課

2
子育てサイトの充実

子どもの成長に合わせ、子育てに関する行政情報、民間サー
ビス、地域情報等を必要な時に手軽に入手できる｢すぎなみ子
育てサイト｣を運営し、子育てしやすい地域社会づくりを進めま
す。

子育て支援課
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2 6

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

3 子ども･子育てメッセ

子ども･子育てを応援する区民･地域団体･企業等が活動の紹
介やワークショップなどを行う｢子ども･子育てメッセ｣を開催し、
子育て家庭や子育てを応援している団体、企業などが集い、知
り合い、つながりあう機会をつくります。

子育て支援課

4 子育て応援券事業

就学前の子どもがいる家庭に、｢子育て応援券｣を交付し、地
域の中で様々な人とかかわりながら安心して子育てができるよう
支援します。

子育て支援課

5
子どもと家庭に関する

総合相談事業

子ども家庭支援センターが、18歳までの子どもと家庭に関する
総合相談窓□として、地域の関言膨ロロレ満鱒ナー

- - ニゾノノ、子ど

もと家庭に関する総合的な支援を行います。
子育て支援課

6
ファミリー ･サポート･

センター事業

短時間の子どもの預かりや送迎について、援助を提供する協
力会員と援助を希望する利用会員との相互援助事業を行いま
す。

子育て支援課

7 子どもショートステイ事業
保護者が病気、出産などで一時的に子ども(0歳 ~ 12歳)を養

育できない時に、区内の児童養護施設 ･乳児院で預かります。
子育て支援課

8 ひととき保育の実施
保護者の通院、買い物、育児疲れの解消等のため、子どもの

短時間保育を実施します。 保育課

9 緊急一時保育の実施
保護者の疾病、出産等の理由により、緊急に保育を必要とす

る子どものために、区立保育園でそ時的に預かります。 保育課

10 O 児童虐待対策の推進
杉並区要保護児童対策地域協議会を設置し、区内の要保護

児童、要支援児童、及び特定妊婦への適切な支援を図るため、
関係機関が必要な情報を共有し、連携して対応します。

子育て支援課

11 訪問育児サポーター事業

1歳未満の子どもの子育てに不安感･負担感を感じている家
庭を、育児サポーターが訪問し、...‐もの傾心÷育児技術等の
指導･助言を行います。

子育て支援課

12 産前産後支援ヘルパー
派遣事業

産前及び産後の家事支援が必要な家庭に、ヘルパーを派遣
します。

子育て支援課

13 ブックスタート
乳幼児とその保護者が絵本を適して楽しいひとときが過ごせる

よう、絵本と読み聞かせに関するパンフレットが入ったブックス
タートバックを、区からプレゼントします。

中央図書館

14 あかちやんタイム
乳幼児とと割こ図書館を楽しんでもらうため、乳幼児連れ専用

タイムを設け、図書館職員とボランティアが協働で、図書館利用
のサポートをします。

中央図書館



課題 2 事業者と社会の意識啓発の促進

　
　

"‐‘ ' r ･弱▲ l し “I 〔
′′"一馬

- -歪 形:′ '‘"て /ハれiu ff

o 仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) の実現には、 事業者の理解

と協力が不可欠です。企業･事業主にとっては、働き方の多様化が進む中で、
男女が共に働きやすい職場環境を確保することるこまって、その能力を最大限

に引き出すことができるだけでなく、有能な人材の採用や確保も可能になり

ます。 また、 人口減少社会の中で、 女性の経済社会における能力の発揮が、
広い意味では国の経済全体の活性化や持続可能性を高めることにもつなが

ります。

○ このため、雇用における男女の均等な機会と待遇の確保を中心に、 経営層や

管理職の意識を高めていくとともに、例えば、男性でも育児休暇が無理なく

取得できるなど、 職場の雰囲気づくりも重要になっています。
○ 区では、 仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) に積極的に取り組

んでいる企業などを優良事業者として表彰する制度を実施していますが、今

後は、 このような先進的な企業の事例などを広く情報提供しながら、 事業者

と社会に対する意識啓発により一層力を入れでいきます。

職場の中の男女平等意識

　 　 　 　 　 　 　 　 　

0% 10% 20鬘 即% 40兆 50% 60% 70% 80発 90弱 炙00%

璽男性の方が非常にf憂遇されている 圏どちらかとい刻ば男性の方が‘轉選されている 酬平等になっている

“わからない栩とうらめせい刻ま女性の方が優遇きれている 滋女I蛉方が非端に優遇畜れている -

乞ン無回答

平成 28年度杉並区男女共同参画に関する意識と生活実態調査

指 標 平成 23 年度 平成 29 年度

職場の中が男女平等であると思う人の割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調

査)

17 ･7 % 30 .0 %
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施策① 企業に向けての啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1上 子育て優良学ノムム外し 席

仕事と家庭の両立支援や子育て支援に関し有益な取組を
積極的に行っている企業･事業者を表彰することで、他の区内
事業者の子育て支援への取組を促すために、｢子育て優良事
業者表彰制度｣を実施します。

子育て支援課

2 技術実績評価型
総合評価方式

区が発注する建設工事において、競争入札参加者が、一定
の期間の間に区の｢子育て優良事業者表彰｣を受けている場
合や次世代育成文俵対淋魔運絋に定める認定を受けている
場合に、ポイントの加点対象とした評価方式をそれぞれ試行し
ます。

経理課

3
施行能力等審査型
総合評価方式

杉並区が発注する予定価格3千万円を超える建設工事の入札に
おいて、競争入札参加者が、区の｢子育て優良事業者表彰｣を受け
ている場合、また、次世代育成文反対旅濯遵法に定める認定を受
けている場合に加点対象とする総合評価方式を実施します。

経理課

4 O 企業啓発事業
事業主、労務従事者等に仕事と生活の調和 (ワーク･ライ･フ

バランス)の意識啓発を主眼とした講演会等を行い、企業側の
認識を高める事業を実施します。

男女共同参画担当

施策② 社会に向けての啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 企業啓発事業 再掲 (目標口、課題2、施策①) 男女共同参画担当

2 7



目標田 特別な配慮を必要とする男女への支援

課題 1 ひとり親家庭への支援

○ 長期化する景気の低迷や非正規雇用の増加など厳しい経済状況が続く中、ひ

とり親家庭の親は、 経済的、 社会的、 精神的に不安定な状況に置かれがちで

あるため、 区の子ども家庭センターを中心に、 ひとり親家庭が抱えるさまざ

まな悩みにきめ細かく応えられるよう相談支援を充実していきます。
○ 家事 ･育児等の日常生活に支障をきたしやすいひとり親家庭に対して、 ホー

ムヘルパーを派遣し、子どもの養育及び生活の安定に向けた支援が必要な母

子家庭に対しては、 民間母子生活支援施設への入所支援を行うなど、 安心 ･

安全な生活を支援していきます。
○ また、 母子家庭の経済的自立の支援のため、 母子福祉資金等の貸付を行うほ

か、 就労支援策として、 就労をめざして技能や資格取得に向けた修学費用の

助成等を行っていきます。

母子家庭自立支援事例

ひとり親家庭の親が安定した職業に就
けるよう支援策を行っています。 そのひ
とつとして、 技能修得や資格取得に向け

こ費用の助成を行います。

20 人

12 人

母子 ･女性福祉資金貸付実績

母子家庭の経済的自立の支援と扶養す
る子の福祉増進のための母子福祉資金、
及び配偶者がいない女性の経済的自立と
生活意欲の助長を図るための女性福祉会
の貸し付けを行っています。

1 平成20年度 平成21年度 平成22年度

　　　　　　　　
　　　

平成 29年度杉並区男女共同参画社会をめざす杉並行動計画
推進状況調査報告書

指 標 平成 23 年度 平成 29 年度

母子自立支援員の相談件数

(子育て支援課)
2 ,8 3 2 件 3,2 0 0 件

28



施策① 子育てを地域で支える仕組みづくり

重点
事業 事業名 取組内容 担当課

11 O ひとり親家庭相談制度の
充実

福祉事務所や子ども家庭支援センターにおいて、ひとり親家庭の
抱える′悩みや課題に総合的に対応できるよう相談事業の充実を図
ります。また、子育て支援課においては、自主グル - プの支援も行
います。

子育て支援課
杉並福祉事務所

施策② ニーズに応じた支援サービス

重点
事業 事業名 取組内容 担当課

1 母子生活支援施設への
入所支援

D V被害者や離婚･未婚の母子世帯が、子どもの養育や生活の
安定に向けた支援が必要な場合に、母子生活支援施設への入所
を案内し、施設指導員や母子自立支援員が連携して子どもの養育
支援や就業の支援等を行います。また、D V被害者の母子家庭の
緊急一時保護室を整備し、緊急時の受け入れを進めます。

子育て支援課
杉並福祉事務所

2 母子家庭等就労支援

ひとり親家庭の親(特に母親)が、安定した職業に就き生活ができ
るよう、個々の状況やニーズに応じた｢自立支援プログラム｣を策定
するなど、自立に向けた支援を行います。また、母子家庭の親が就
労をめざして技能や資格取得に向けた各種講座の受講費用を助
成します。

子育て支援課

3 ひとり親家庭等の子育て
支援

ひとり親家庭の安定した生活を支援するため、就労等,何らかの
理由により日常生活に支障をきたしている場合、家事や育児などを
行うホームヘルパーを派遣します。あわせて、休養の機会が持てる
よう、区が契約している日帰り施設等の利用料金の一部を助成しま
す。

子育て支援課

4 母子･女性福祉資金貸付
母子家庭の経済的自立の支援と扶養する子の増進のための母

子福祉資金、及び配偶者がいない女性の経済的自立と生活意欲
の助長を図るための女性福祉資金の貸付を行います。

杉並福祉事務所

2 9



課題 2 障害者への支援

○ 障害者が住み慣れた地域で生活を続けていくためには、在宅サービスの内容

をはじめ、 生活に必要なさまざまな情報が必要です。 このため、 身近な地域

で障害者やその家族の問い合わせに答えるとともに、十分な情報提供が可能

となるよう、 専門性を持った相談支援の体制を構築します。
○ また、 障害者が住み慣れた地域の中で自立し安心して生活できるよう、 個々

の障害の特性に応じた住まいを確保するため、社会福祉法人やN P O 法人等

と連携して、 グループホームやケアホーム等の整備を進めていきます。 さら

に、 緊急時や災害時などに備えて、 障害者を支援する体制の整備とともに、
障害者に対する虐待防止や権利擁護に関する取組にも力を入れていきます。

○ あわせて、 日常生活における支援としては、 移動支援や訪問入浴など、 障害

の特性や程度に関わらず、 必要に応じてサービスを受けられるよう“こすると

ともに、 サービス提供の質の向上を図るなど、 障害者の地域での生活を支援

します。

障害者支援事業例
障害者の方が地域の中でいきいきと生活でき
るよう、 N P O 法人等と協力し、必要な支援を
行っています。

'‘"、ぶ、きいケふくもがけへ

ぶたご就労麦藁",発し、 ′さそ赤蟯寮《熱烈纜礫;
衿ノン超へ;の派莚学会≧謎説く/きざ′き≦くこね0ぬ'でもしぶき来るささ̂〉 、ミリ礼しふけ(ふできがな

で′炙る対しでるもちもふも考･溝辺ごく′" ＼も、、･もうで薄く対しぶれ"＼を′ン

も外嫁ぎはき熟さ2彰? きき秀で経おき【板集う袋;‐
"家ゆれ'÷の派遣*

バリアフリー婁繭店登録店舗数
20 G

1 6 9

127 l釜亘朧
一員

7 8

50 l
平成20年度 平成匁年度 平成22年度

平成23年度杉並区男女共同参画社会をめざす杉並行動計画
推進状況調査報告書

1 6 9

簿就労支:愛し超し
′* 霊去火非水嵩もち
三郎《もの派莚増資帯さぐ

127

--,一-- --一
皿

- ---剛7 8

外だ辞
蒸れ膨れ,

なき謳いを

韻の派遣*
謎ぐれあい収集べ哨

÷の)

指 標 平成 22 年度 平成 26 年度 平成 33年度

年間新規就労者数 (障害者生活支援課) 80 人 110 人 120 人
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施策① 障害者の地域生活の充実

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

すL O 埠者白の . ~支援 障害者が抱える課題の解消や障害者福祉サービスを適
切に利用できるよう、相談支援体制を充実します。

障害者施策課
障害者生活支援課

2
障害者のグループホーム･

ケアホーム等の確保

障害があっても地域の中で自立し安心して生活できるよ
うゞ 障害特性に応じた住まいのあり方に関する指針に基づ
き、グループホームやケアホーム等を社会福祉法人やN P
O 法人等と連携して整備します。

障害者生活支援課

3 訪問系サービスの充実

家事や入浴等の介助 を行うホームヘルパーを派遣し、
日常生活の支援を行います。障害区分が非該当とされた
方に対しては、生活サポート事業を実施しサービスを提供
します。

障害者施策課

4 地域生活支援事業
(移動支援事業)

外出の際に付き添いを行うヘルパーを派遣し、障害者の
地域生活の充実と社会参加の促進を図ります。

障害者施策課

5 O 移動サービスの支援

移動困難な人の通院や買い物などの外出を支援するた
め、福祉車両等で送迎をする団体による移動サービスの
取次を行う｢移動サービス情報センター｣を運営します。ま
た、移動サービスを行うN P O 団体等の支援を行います。

保健福祉部
管理課

6 生活支援情報提供の推進

日常生活のさまざまな活動への参加に関する情報を、総
合的に提供する仕組みを整備します。また、バリアフリー協
力店の登録や区内施設におけるバリアフリー情報の提供
を進めます。

保健福祉部
管理課

7 ふれあい収集

ひとり暮らしの高齢者、障害者等で、身近に協力が得ら
れず、自らごみを持ち出せない場合に、職員が自宅に訪
問し、収集を行います。また、ごみが出ていない場合には、
声かけや高齢者担当部署への連絡など、対象者の安否確
認も行います。

杉並清掃事務所

施策② 障害者の社会参加の促進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

11
地域生活支援事業
(移動支援事業)

再掲(目標 m、課題2、施策①) 障害者施策課

2 O 移動サービスの支援 再掲(目標m、課題2、施策①) 障害者施策課

3 就労支援事業
障害者の就労に対する希望に応えるため、一人ひとりの

能力や個性に合わせたきめ細やかな就労支援に努めま
す。

障害者生活支援課
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課題 3 要介護高齢者等への支援

○ 一人暮らしや介護が必要な高齢者が増加する中、できる限り住み慣れた地域

ノで暮らし続けることができるよう、特別養護老人ホームや認知症高齢者のた

めのグループホームの整備など、高齢者のニーズに応じて、 生活の基盤とな

る住居を選択できる仕組みづくりを行います。
○ また、 高齢者とともにその家族にとっても地域で安心して生活できるよう、

日常生活支援サービスの充実を図るとともに、介護者の負担軽減のための支

援にも力を入れていきます。
○ さらに、 専門知識を持つ職員を配置した地域包括支援センターにおける相談

事業や支援の充実を図るとともに、 高齢者世帯等の孤立を防ぐため、 地域の

ボランティアが日常的な見守りを行う高齢者見守りサービスについても充

実を図っていきます。

特別養護老人ホームの建設推進 地域包括支援センター相談件数

特別養護老人ホーム定員の推移

定員数

1,500

130 7 1307 1

114 7
1177 m

国高齢者人口

鰯相談延件数

H 18 H 19 H 20 H 2 1 H 22 H 23

H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23

指 標 平成 22年度 平成 26 年度 平成 33年度

生きがいを感じている人の割合 (高齢者対

象) (高齢者実態調査)
79 .0 % 8 1.0 % 8 6.0 %
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施策① 地域での安定した暮らしの確保

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 生活支援情報提供の推進 再掲(目標肛、課題2、施策①)
保健福祉部
管理課

2 ふれあい収集 再掲(目標 m、課題2、施策①) 杉並清掃事務所

3 民生児童委員活動
ひとり暮らしの高齢者から日々の生活の不安について相談を受け、必要

に応じて地域包括支援センター等につなげるなど、日々の暮らしの中での
困りごとの相談を受け、地域の方々が安心して生活できるよう支援します。

保健福祉部
管理課

4 成年後見制度の利用促進
相談から申し立て支援、法人後見受任等を行っている杉並区成年後見セ
ンターの運営について、関係機関や関係団体の協力を得ながら充実を図り
ます。

保健福祉部
管理課

5 高齢者の見守りサービス

高齢者の孤立化を防ぎ、地域の中で安心して生活ができるよう、地域包括
支援センターケア24を拠点として、あんしん協力員、あんしん協力機関が
見守りを行う｢ひとり暮らし高齢者等たすけあいネットワーク｣のほか、配食
サービス、緊急通報システムなどの見守りサービスを提供します。

高齢者在宅支援課

6 O
高齢者のための相談窓□

の充実

地域包括支援センターケア24を中核に高齢者が住み慣れた地域で暮らし
続けることができるよう、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービス
につなげる等の支援を行います。

高齢者在宅支援課

7 O 安心潟たっしや訪問

介護や医療などの情報を活用し、相談や申請を待つことなく区から積極的
に訪問し、生活実態等を確認できていない高齢者の安否確認や潜在的
ニーズを把握することで、必要なサービスにつなげるなど、高齢者の孤立化
の防止と在宅生活の支援を行います。

高齢者在宅支援課

8 高齢者等応急一時居室
の提供

高齢者、障害者、ひとり親、災害被災者、D V被害者で、立ち退きや被災
等により緊急に住宅の確保が必要な場合、一時的に区が倍上げてる民間
アパートを提供し、新たな住まいの確保を支援します。

住宅課

9 高齢者住宅の運営

65歳以上の単身又は60歳以上の配偶者との二人世帯で、かつ、低所得
世帯を対象とした高齢者住宅｢みどりの里｣を管理運営し、高齢者の居住の
安定確保を支援します。

住宅課

10 高齢者等アパートの
あっせん

高齢者、障害者、ひとり親、災害被災者、D V被害者で、立ち退きや被災
等により新たに住宅の確保が必要な場合、宅建杉並支部と連携し、民間ア
パートのあっせんを行います。

住宅課

1 1 高齢者等入居支援事業
高齢者、障害者、ひとり親、災害被災者、D V被害者で、民間アパート居

住に際し、契約時等の債務保証会社の紹介、見守りサ-ビス、葬儀の実
施、残存家財の撤去を行い、民間アパート入居に対する支援を行います。

住宅課
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施策② 介護基盤の整備

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 認知症高齢者
グループホームの整備

再掲(目標肛、課題1、施策①) 高齢者施策課

2 O 特別養護老人ホームの
整備

再掲(目標肛、課題1、施策①) 高齢者施策課

3 介護老人保健施設の整備
病状が安定した要介護高齢者の在宅生活への復帰支援のため、リハビリ

に重点を置いた介護老人保健施設の整備に向けて事業者に対する支援を
行います。

高齢者施策課
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課題 4 就労支援の推進

○ 就労意欲がありながら雇用機会に恵まれなかったり、就労阻害要因を抱えた

りする若年層を中心とした現役世代の就労を支援するため、 ハローワ - ク、
区内産業団体等と連携し、 杉並区就労支援センターを開設 ･運営します。 こ

のセンターを拠点として、就労に向けて相談業務や職業相談 ･職業紹介等を

行うとともに、就労に結びつくセミナーの開催や必要を情報の提供を行いま

す。
- - トなど、 さまざまな就労阻害要因を解消するため、 直ちに0 ひきこもり、 一

一般就労することが困難な男女に対しては、 庁内関係部署の連携のもと、 ボ

ランティア、 アルバイト、就労体験などの中間的就労や社会参加の場を確保

します。

○ また、 生活保護受給者の就労支援としては、福祉事務所に就労支援専門員を

配置し、 履歴書の書き方等、 面接の受け方の指導、 ハローワークへの同行な

どを通じ、 自立に向けた求職活動への支援を行います。

全国大卒就職率推移

969 %
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杉並区 保健福祉部集計
平成24年 文部科学省統計

指 標 平成 23 年度 平成 29 年度

･就労支援センターの支援による就職者数

(産業振興センター)
2 ,4 00 人

福祉事務所の就労支援プログラム対象者数

(福祉事務所)
552 人 600 人
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施策① 若者への就労支援

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

十上 青少年の社会参加支援
不登校やひきこもり、コミュニケーションに不安を抱える方を対象とし

たフリースベース｢すぎなみしゃべり場｣、保税古向け講座及び支援団
体意見交換会を開催し、青年期の社会適応力の向上をめざします。

生涯学習推進課

2 O
就労支援センターの
. 開設 ･運営

意欲がありながら雇用機会に恵まれなかったり、就労の阻害要因を
持つ若者等の就労を支援するため、区の就労支援の中核を担う施設
として、杉並区就労支援センターを開設･運営し、ハローワークと一体
的に就労支援を行います。

産業振興センター

3 O 中間的就労の場の確保
さまざまな就労阻害要因を持ち、直ちに一般就労することが困難な

場合、ボランティアやアルバイト、就労体験などの中間的就労や社会
参加の場を確保します。

産業振興センター

施策② 生活保護受給者に対する就労支援

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

lL O 被保護者等自立支援
生活保護受給者等の経済的自立を促すため、福祉事務所の就労支

援専門員や委託事業者支援員の知識やノウハウを活用し、就労支援
プログラムを策定し、働きかけを行います。

杉並福祉事務所

2
ノ、ローワークによる

出張相談

ハローワークから就職支援ナビゲーターの派遣を受け、生活保護受
給者等に対し、求職相談、及び企業面接に向けた手続き･指導などの
支援を行います。

杉並福祉事務所
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目標 N 人権が尊重される社会の形成

課題 1 男女共同参画を阻害する暴力の根絶

○D V (配偶者等からの暴力) は、 犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で
す。 D V を未然に防止するため、 区立男女平等推進センターを拠点として、
D V の内容に関する正確な情報提供や、 同センターをはじめとする公的な相

談機関の周知などにさらに力を入れていきます。
○ D V 以外のセクシャル ･ハラスメントや性犯罪、 ストーカー等の暴力に対し

ても、 根絶に向けた取組を行うことで、 男女がお互いの人格を尊重し合える
関係を築いていくことが重要です。 どのようなさ細なことでも安心して気軽

に相談できるよう、 区立男女平等推進センター、 福祉事務所、 子ども家庭支

援センター等、 相談機関の充実を図るとともに、 関連部署間の連携をさらに

密にすることで、 被害者の状況と意思に応じた保護を迅速に行う体制の整備
とあわせて、 自立支援に向けた取組にも力を入れていきます。

○さらに、 外国人にとっても安心して暮らせる環境整備を進めるため、 杉並区

交流協会との連携のもと、 外国人相談窓口を開設 ･運用します。

D V 被害者の相談の有無

回答者数
2 4日人

平成23年度 杉並区男女共同参画に関する意識と生活美麗調査

指 標 平成 23年度 平成 29 年度

DV被害者が公的機関に相談した割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調

査)

6 .6 % 10 ･0 %

ドメスティック ･バイオレンス (DV)とは
一般的には ｢配偶者や恋人など親密な関係にある、又は

あったものから振るわれる暴力｣という意味で使用される
ことが多く、 被害者は多くの場合女性です。

暴力の形態
さまざまな形態の暴力は単独で起きることもあります
が、 多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。
【身体的なもの1

直接何らかの有形力を行使するもの。 刑法で定める
障害や暴行に該当する違法行為です。

【精神的なもの】
心ない言動等により相手の心を傷つけるもの。 P T

s D く心的外傷後ストレス障害) に至るなどの場合は、
傷害罪となることもありま す。

【性的なもの】
性的な行為を強要するなど。
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施策① 未然防止･早期発見

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O
配偶者等からの暴力に
ついての意識啓発

女性に対する配偶者等からの暴力は、重大な人権侵害であることの意
識を高めるため、パネル展示、ポスターの掲示、D V 防止啓発カードの配
布などにより啓発活動を進めます。

男女共同参画担当

2 O 男女平等推進センター
相談事業

D V相談をはじめ、離婚問題や夫婦間の葛藤など、さまざまを悩みや問
題を共に考え、より快適でいきいきとした自分らしい生き方への第一歩を
踏み出すため、女性相談員による一敵,“畝÷玖韮者護士による法律相
談を実施します。

男女共同参画担当

施策② 相談体制の充実

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 配偶者暴力相談支援
センター機能の整備

平成19年7月のDV防止法改正で、市町村における配偶者暴力防止相
談支援センターの機能整備が努ノJ義務とされたことを受け、被害を潜在
化させないよう、また、相談を適切な支援に結び付けていくため、配偶者
暴力相談支援センターの機能を整備します。

男女共同参画担当

2 O 母子･女性･家庭相談

夫等からの暴力や離婚問題その他家庭内の問題などの相談に対し、
母子自立支援員(婦人相談員兼務)や家庭相談員が相談に応じ、子ども
家庭支援センターや男女平等推進センター等、関連機関相互の連携を
図り、効果的な援助を行います。また、D V 被害者を保護し、心身の安全
を確保するととはこ、自立した生活ができるよう“こ支援します。

杉並福祉事務所

3 子どもと家庭の相談
(D V相談)

子どもと家庭に関する総合相談、ひとり親家庭支援の中で、DV相談に
も応じ、母子生活支援施設への入所案内等の支援を行います。

子育て支援課

4 O 男女平等推進センター
相談事業

再掲(目標 W、課題1、施策①) 男女共同参画担当

5 あらゆる暴力･女性
問題に対する相談

母子保健事業や保健師地区活動を通して、暴力･女性問題を早期に
発見し、関係機関と連携して対応します。

保健センター

6 ひとり親家庭相談･
関連制度支援

父子家庭を含め、ひとり親となった当初の不安定な時期をはじめ、ひと
り親家庭の抱える悩みや課題に関する個々に応じたきめ細かな相談事
業の充実を図ります。また、各種制度等の周知を図るため、ひとり親家庭
のためのパンフレットを発行します。

子育て支援課
杉並福祉事務所
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施策③ 被害者の保護･自立支援

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

｢鼻 O 母子･女性･家庭相談 再掲(目標 y、課題1、施策②) 杉並福祉事務所

2

住民基本台帳事務にお
けるドメステイツク･
バイオレンス及び

ストーカー行為等の
被害者保護の支援措置

D V等の被害者のさらなる被害を防ぐため 住民基本台帳及び戸籍附
.･ (“÷-彩び戸籍届出書記載事項閲覧等の制限を行いま票の問三寸Vノ(

す。
区民課

3 母子生活支援施設
への入所支援

再掲 (目標田、課題1、施策②) 子育て支援課
杉並福祉事務所

4 外国人相談
区内在住外国人が地域で安心して暮らせる環境を整備するため、区交

流協会との連携のもと、ボランティア通訳による相談事業 ｢外国人サポー
トデスク｣等を行います。

文化･交流課

施策④ 関係機関の連携

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

l O
｢女性に対する暴力｣
問題対策連絡会議

関係機関が情報を共有し意見交換の機会を持つことをこより、D V等の被
害者への適切な対応を連携して行えるよう連絡会議を開催します。
(構成機関 :男女平等推進センター、区民課、子ども家庭支援センター、
杉並福祉事務所、保健センター、済美教育センター、杉並児童相談所、
区内警察署)

男女共同参画担当
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課題 2 生涯にわたる心と体の健康支援

○ あらゆる男女が生涯にわたって健康に留意するとともに、互いの身体的性差
を十分に理解し、それぞれの人権を尊重しつつ相手に対する思いやりを持っ
て、 心身共に生涯にわたって健康に暮らすことは、男女共同参画社会実現の
理念にも一致するものです。

○ 生涯にわたって心身ともに健康でいきいきとした生活を送るためには、男女
が自分の健康に対して適切に自己管理ができるよう、各年代に応じた健康診

断の実施等、 健康を維持するための支援が必要です。 特に、 妊娠、 出産や女

性特有の疾病等、 生涯において男性と異なる女性の健康上の問題について、
男女が共に理解し、適切に判断できるよう保健センターを中心に必要な情報

の提供を行います。
○ また、男女を問わず生活習慣病の増加に伴い、 早い段階から予防に取り組む

ため、 飲酒 ･喫煙等が健康に及ぼす知識の習得をはじめとして健康診断の受
診率を高め、健康上の問題に積極的に取り組めるよう保健指導を充実します。
がん検診については、 早期発見 ･早期治療に結び付けていくため、 区のがん

検診の受診率の向上をめざします。 また女性特有のがんである乳がん、子宮

類がんについて、 普及啓発とあわせ、 受診の環境をさらに整備します。

　
　　　 　　　　　　　　　

孔000 のため、さまざまな世代に向けた教室や講座

8,000 ……"
“ を開催しています

　 　　　 　　　　　　　　　　　　　
67000 ‐--- -- ---- -

5臘
め 55 13

ミ←淺霊騨譲讓霊廟落盤搦ご議員名
礼㈱ 、 襲職〉蟻認ぬり講磨き'熟議“濃霧鱒変形莚霞も葵皺

平歳21年度 平成22年度 平成23年度

がん検診受診者数(人れ .“ “ 一 団.“,“ 乏;峩若返粂以訳解繊麗"霧霧簗袋裟馨筵名愛
　　　　　　

　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　

絹蒿熟ん検診 L RR R 1 1鯏 クqぬ7

U染髪臭急き-《繁盛麦争奪ぺ蒙れg
-総理求密鰐

年度 弱◎

指 標 “ 平成 23 年度 平成 29年度

自分の健康状態を健康と感じている人の割
8 6 ,0 % 90 .0 %

合 (区民意向調査)
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施策① 健康に対する啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

11 生活習慣病予防対策
運動、食事、飲酒及び喫煙などについて、健康に及ぼす正しい知識

の習得などを通して、適切な生活習慣に向けての行動変容を促し生活
習慣病を予防します。

健康推進課

2 保健センター健康講座

女性の健康づくりを推進するため、若年女性、子育て中の母親、中高
年女性などライフステージに合わせた女性の健康講座を各保健セン
ターで行います。受講者が健康づくりそこついて主体的に考え実行できる
ようもこなることを目標に置き、健康課題ごと々こカリキュラムを編成し、終了
後も自主的なグループで健康づく明こついて活動できるよ引こ支援しま
す。

健康推進課

施策② 保健指導･健康診査の充実

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1
特定健康診査･
特定保健指導

国民健康保険に加入している4 0 ~ 74歳の方に、糖尿病等の生活習
慣病に関する健康診査を実施します。その結果･メタポリツクシンドロー
ムの該当者及び予備群には、特定保健指導も実施します。

国保年金課
健康推進課

2 がん検診

がんの早期発見･早期治療のためがん検診の受診率向上をめざしま
す。特に働き盛りの40歳 ~ 69歳の方に対して、がん検診の積極的な受
診につながる施策を実施します。,また、女性特有の乳がん、子宮頚がん
について、普及啓発のキャンペーンに加えて、受診しやすい検診体制
等の環境を整備します。

健康推進課

施策③ 健康保持･増進への支援

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 保健センター健康講座 再掲(目標円、課題1、施策①) ･ 健康推進課
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目標V 男女共同参画を推進する社会づくり

課題 1 男女共同参画に関する普及啓発

○男女共同参画社会を実現するためには、 人権の尊重や男女平等に関する意識

啓発が何よりも必要であり、 その活動拠点として区立男女平等推進センター

の役割は大変重要です。
○しかし、 実態調査では、 ｢施設があることを知らない｣ との回答が 75 % となっ

ており、 センターの周知は喫緊の課題です。 区広報、 公式ホームページ、 パ

ンフレット等、 さまざまな媒体を活用 して、 施設の P R に努めていくととも

に、 センターの事業内容の充実にも力を入れていきます。
○あわせて、 区内関連団体等との協働のもと、 仕事と生活の調和 (ワーク ･ラ

イフ ･バランス) の実現等、 従来からの啓発講座に加えて、 性的少数者 (性

同一性障害者等) に対する問題など、 今日的な課題を含め、 男女共同参画に

関する普及啓発をより一層拡充していきます。

男女平等糟准センター書九汁庫
毎年区内で活動する団体と協力し、 講座を実

施しています。

2 4 寸 “窿 見

′ 、 、 、、"

☆どう働く? どう生きる? カップルのための
君 ワーク ･ライワ ･ バランスワークショップ

☆お話と実技
いつまでもいきいき活躍するために

壽☆家族力U P I

パパの育休x 育休後カフェx パパ千キッチン

☆あなたもできるスピードクッキング

☆杉並にゆかりの女性シリーズ
与謝野 晶子

E☆ケアをする人のための

鬼心も体も軽くなるコミュニケーション講座

男女中等慥維センタ の認知唐
800 %‐--- ---……-…-‐-…-……‐…･･･御---予5 9 %‐……-----‐n存1,723人

600% ‘‐】-- --- --- -】- -----------】"̂】】

40g“搖

184 %
20.態炙‐[】~-‐--召- --"‐--‐--]- ---･‐]---

。… -- 纖 一平--
■

-- - -- -豊 ｢
25 %

利 知
【

施 瀬

恩 て 設 要

窒 衰 礬
楚 叡 鵺

羽 衣
牢謨
い

2 4 寸 “窿 見馨 労夷纜“㈱ゞ
☆お話と実技

いつまでもいきいき活躍するために

壽☆家族力U P I

パパの育休x 育休後カフェx パパ千キッチン

☆あなたもできるスピードクッキング

☆杉並にゆかりの女性シリーズ
与謝野 晶子

E☆ケアをする人のための

鬼心も体も軽くなるコミュニケーション講座

184 %

25 %

指 標 平成 23年度 平成 29 年度

啓発講座の実施回数

(男女共同参画担当)
10 回 15 回
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施策① 区民等に向けた啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

14 O 男女共同参画啓発事業
の 実施

男女共同参画週間 (毎年6月 )に合わせ、区役所ロビーにおけるパ
ネル展なまじめ、区内各所へのポスターの掲出、広報紙への啓発記
事の掲載などさまざまな媒体を通じて男女共同参画への啓発活動
を進めます。

男女共同参画担当

2
男女共同参画情報の

収集･提供

男女平等推進センター情報･資料コーナーで、男女共同参画関連
書籍等の貸出･提供を行います。また、常に適切を情報を提供でき
るよう、配架する図書に関しては、センター登録団体、一般利用者等
のリクエストなどをもとに適切に選定し、毎年刷新を図ります。

男女共同参画担当

3 O 男女平等推進センター
啓発講座の開催

男女共同参画をさらそこ推進し、性別にかかわらず個性や能力を活
かすことができる社会を実現するため、仕事と生活の調和 (ワーク.ラ
イフ.バランス)や男性の育児参加等、幅広いテーマや内容で講演
会やワークショップなどを開催します。

男女共同参画担当

施策②女性団体等の育成

重点
事業 事業名 -取 組 内 容 担当課

11 O 男女平等推進センター
啓発講座の委託

男女平等推進センター啓発講座の企画運営を、区内で活動する
女性団体等に委託すること“こより、活動の場･機会を提供します。

男女共同参画担当

2
男女共同参画のための

団体活動の支援

区内の女性団体等を登録するととも“こ、活動の拠点として利用して
もらうため、登録団体を中心に男女平等推進センターの集会室等を
貸出します。

男女共同参画担当
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課題 2 男女平等に関する教育 ･学習の推進

○学校教育においては、 児童 ･生徒の発達段階、 学習指導要領等に基づき、 社

会科、 家庭科、 道徳、 特別活動など、 学校教育全体を通じた学習を進めてい
ま す。

○特に、 男女が互いの違いを認めつつ、 個人として尊重される男女の本質的平

等の理念を理解させるとともに、 その具体化を図るための男女平等教育を適

正に推進していきます。また、人権を尊重し男女が相互に協力するとともに、
家族の ｢ 員としての役割を果たしながら家庭を築くことの重要性について、
指導の充実を図ります。

○さらに、 関連団体との協働のもと、 子どもを育てる中で家庭が抱える課題を

共有し、 解決に導くことを目的にした家庭教育講座等を開催するなど、 社会

教育の視点からも男女平等に関する意識の啓発に力を入れていきます。

学校教育の場における男女平等意識

　 　 　 　 　
･ 0.2 %

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

平成23年度 杉並区男女共同参回に関する意識と生活実態調査

指 標 平成 23 年度 平成 29 年度

学校教育の場での男女平等と感じる人の割

合 (男女共同参画に関する意識と生活実態

調査)

6 1.6 % 70 ･0 %
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施策①男女平等に関する学校教育等の推進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

11 人権教育

学校教育全体を通して人権を尊重する精神をより一層徹底し、
人権教育の本質についての授業研究や先進校の訪問等によっ
て教職員の認識を深めさせ、教育内容や指導方法の改善を図る
ことを目的に人権教育研修を実施します。

済美教育センター

2 家庭教育支援

離乳など保護者の団体が自ら学びの場をつくり、子どもの成長
について理解を深めたり、子どもを育てる中で抱えている課題を
共有し解決していくことを目的に、家庭教育講座を実施します。

学校支援課
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課題 3 推進体制の充実

○ 行動計画の推進には、 関連団体や企業等との連携 ･協力が不可欠であり、 国
や東京都をはじめとする他の自治体との連携を深めることも重要です。 この
ため、 特別区女性政策主管課長会や都内男女平等参画 (女性) センター館長
等会議の場を通じて東京都や各区市町村との情報交換 ･連携を密にしていき
ます。

○ あわせて、 学識経験者、 公募区民、 地域団体等代表で構成する ｢杉並区男女
共同参画推進区民懇談会｣ を設置し、 幅広く区民等の意見を聞きながら、男

女共同参画社会の実現に向けた取組を推進します。
○ 区役所においても、 区内最大の事業所として、 他の事業所のモデルとなるよ

う、 全ての部署において、男女共同参画の理念を考慮した組織や事業の運営

を心掛け、 積極的に行動できる職員を育成していきます。
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施策① 国･都等関係機関との連携による男女共同参画の推進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当言課

11 国･東京都等との連携
特別区女性政策課長会、都内女性センター館長等会議な

どで 国、東京都、他の自治体との情報交換等を行うこ割こよ
り、男女共同参画の施策や取組についての連携を図ります。

男女共同参画担当

施策② 区民･事業者･団体等の協働による男女共同参画の推進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

11 O 男女平等推進センター
啓発講座の委託

再掲 (目標 V、課題1、施②) 男女共同参画担当

2 男女共同参画推進
区民懇談会

学識経験者や公募区民、地域団体等代表で構成する｢杉
並区男女共同か±i“ [崑J K会｣を通して、男女共同参
画についての区民意見を施策等に反映させます。

男女共同参画担当

施策③職員の意識啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1上
職員の人材育成

業務との関連を通じ、基礎自治体の職員として、男女共同
参画や人権問題についての理解を深め、職場や地域におけ
る課題を男女共同参画･人権尊重の視点から捉え、行動でき
る職員を育成します。

人材育成課

4 7



成果指標等の数値目標一覧

指標 現在 目標値 出典

I ' -

螫翳ナ
方
る篝義務恩罷鱗 認る女性委

.概
(磯驫帶)(総帶)男鰭翳画

の拡大

燈讃 参画の場と機蚕の提 ℃宍倉人糊野合
動を行って 4‐9%

(29年度)
区民意向調査

6 .0%

寛一碆聯灘遥癒惣蠣要さ隧と (2鰯群) 防災課

　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　
題 ロ

事業者と社会の意 識場の中が男女平等で (29年度)
男女共同参画に

発の促進 あると思う人の割合
17.7% 関する意識と生

30.0% 二

1 ひとり親家庭への 母子自立支援員の相談
2,832件 3,200件 (29年度) 子育て支援課霜 件数

2 障害者への支援 年間新規就労者数 8o人
(26年度) (33年度) 障害者生活支援
110人 120人 課

諸 講義介護高齢者等へ鰤力答辯斎藤輳努人 79‐2%
(26年度) (撥無.

寮) 高齢者実態調査
8 1.0%

の支 (29年度) ′ 産業振興セン
2,400人 ター

就労支援の推進
』= +≠+ ^撚y +蛉 ‘̂ ^什吐、福祉事務財の就労文援 552入

超ソ牛皮! 福祉事務所プログラム対象者数 600人
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指標 現在 目標値 , 出典

　　 　 　　 　

1 男女共同参画を阻 D v被害者が公的機関 (29年度)
男女共同参画に

課
害する暴力の根絶 に相談した割合

6 .6% 1o.o%
関する意識と生
活実態調査

題
2 生涯にわたるbと 自分の健康状態を健康 (29年度)

区民意向調査
体の健康支援 と感じている人の割合

86.0% 90 .0%

1 男女共同参画に関 区民啓発講座の実施 " 回
(29年度) 男女共同参画

る普及啓発 - テーマ数 15回 担当

燈 鰐男･
女
学鑿癩する 篝瀕。效陥落女 6 1‐眺 (2締寮)

3 推進体制の充実
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ご意見をお寄せください 

男女共同参画行動計画～理解・信頼・支えあいの共同参画社会をめざして～(案）について 

 次の１から３の該当する欄にご記入の上、ご意見をお書きください（お名前等の公表はいたしません） 
１ 杉並区内にお住まいの方 

 
 お名前              ご住所                           
２ 杉並区内に通勤・通学されている方 

 
 お名前              ご住所                           
 勤務先 
 学校名              所在地                           
３ 事業者の方 

 
 事業者名          所在地               代表者名           
 
                                                        

【ご意見をご記入ください】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【提出方法】ご記入後、この用紙を受け取られた窓口に直接提出していただくか、下記提出先に郵便ま 
      たはファックスでお送りください。 
☆ 期 限 平成２５年１月１０日（木）必着 
☆ 提出先 杉並区役所 区民生活部管理課 男女共同参画担当 
      〒１６６－８５７０ 杉並区阿佐谷南１－１５－１ 
      電 話 ３３１２－２１１１（代表） 
      ＦＡＸ ５３０７－０６８１ 
◎ご意見に対する区の考え方は、広報すぎなみ・区ホームページで平成２５年３月頃に公表する予定です。  
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